
  ○大府市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱 

 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、身体障がい者が自立した生活、社会活動への参加、通学、通院及び

就労（以下「就労等」という。）のために、自らが所有し、運転する自動車を改造する場合

に、改造に要する費用を助成することにより、身体障がい者の社会参加の促進を図り、

もって福祉の増進に資することを目的として実施する大府市身体障がい者用自動車改造

費助成事業（以下「事業」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 事業の対象となる者は、本市に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている身体障がい者で、次の各号のいず

れにも該当する者とする。 

⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定による身体

障害者手帳の交付を受けている者 

⑵ 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第８４条第３項に規定する普通自動車免

許（仮運転免許以外の免許で普通自動車を運転することができるものに限る。）を受

け、同法第９１条の規定により、免許に条件を付された者 

⑶ 就労等に伴い、自らが所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等（以下「操

向装置等」という。）の一部を改造する必要がある者 

⑷ 改造を行う月の属する年の前年（改造を行う月が、１月から６月までの間にある場

合は、前々年とする。）の所得税の課税総所得金額（各所得控除を控除した後の額）が、

当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者 

 （助成金の額） 

第３条 助成金の額は、操向装置等の一部の改造に要する費用に相当する額とし、１０万

円を限度とする。 

 （申請） 

第４条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、身体障がい者用

自動車改造費助成（変更）申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提

出しなければならない。ただし、現に本制度又は他の制度により同様の助成を受けた自

動車を自らが所有し、運転している者は、助成金の交付申請をすることができない。 

 ⑴ 改造施工業者の見積書 

 ⑵ 自動車運転免許証の写し 

 ⑶ 改造前の当該自動車の状態を確認できるもの（写真等） 

２ 助成金の交付申請は、１車両について１回を限度とする。 

 （決定通知） 

第５条 市長は、前条第１項の申請書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、

その適否を決定し、身体障がい者用自動車改造費助成金支給（却下）決定通知書（第２

号様式）により申請者に通知するものとする。 



（変更申請等） 

第６条 申請者は、前条の規定により決定された内容に変更が生じたときは、身体障がい

者用自動車改造費助成（変更）申請書（第１号様式）に第４条各号に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、その適否を決

定し、身体障がい者用自動車改造費助成金変更支給（却下）決定通知書（第３号様式）に

より申請者に通知するものとする。 

（完了届） 

第７条 第５条又は前条第２項の規定により助成金の交付の決定を受けた者（以下「受給

者」という。）は、自動車の改造が完了したときは、速やかに、身体障がい者用自動車改

造完了届（第４号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 領収書の写し 

 ⑵ 自動車検査証の写し 

 ⑶ 改造後の当該自動車の状態が確認できるもの（写真等） 

 （支払） 

第８条 市長は、前条の完了届を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、適当と

認めたときは、受給者に、身体障がい者用自動車改造費助成金請求書（第５号様式）を

提出させるものとする。 

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、助成金を交

付するものとする。 

（記録の整備） 

第９条 市長は、助成金の交付について、必要な事項を記録した台帳を整備しておかなけ

ればならない。 

 （助成金の返還） 

第１０条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認める

ときは、当該受給者に助成した助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 


